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企業とまちのサポーター

技
能
講
習
・
特
別
教
育
等

　
　
　

受
講
申
込
受
付
中

　

当
会
議
所
で
は
、
日
立
建
機
教
習

セ
ン
タ
で
開
催
し
て
い
る
技
能
講

習
・
特
別
教
育
等
の
受
講
申
込
を
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。
労
働
安
全
衛

生
法
に
よ
り
、
資
格
取
得
が
必
要
と

さ
れ
る
業
務
に
就
労
さ
れ
て
い
る

方
々
は
、
対
象
の
技
能
講
習
等
に
つ

い
て
受
講
く
だ
さ
い
。

■
講
習
科
目

　

当
会
議
所
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
講
習
会
場

　

㈱
日
立
建
機
教
習
セ
ン
タ
北
海
道

教
習
所
（
北
海
道
労
働
局
長
登
録
教

習
機
関
）

■
受
講
方
法

　

事
前
予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
当
会
議
所
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認

い
た
だ
く
か
、
企
業
支
援
係
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

人
材
育
成
助
成
金
交
付
制
度

　

中
小
企
業
大
学
校
等
の
公
的　

　

機
関
が
実
施
す
る
研
修
参
加　

　

に
対
し
て
の
助
成
制
度
で
す
。

①
対
象
と
な
る
研
修

中
小
企
業
大
学
校
等
公
的
機
関
お

よ
び
㈱
日
立
建
機
教
習
セ
ン
タ

（
石
狩
市
）
が
実
施
す
る
研
修
。

②
助
成
対
象
経
費

研
修
に
か
か
る
受
講
料
、
教
本
費
、

旅
費
、
中
小
企
業
大
学
校
の
寮
の

宿
泊
費
。

③
助
成
率
お
よ
び
助
成
限
度
額

助
成
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内
。

※
た
だ
し
、
１
年
間
に
お
け
る
１

会
員
事
業
所
が
受
け
る
助
成
金
の

限
度
額
は
、
４
万
円
で
す
。

④
助
成
金
の
申
請

研
修
終
了
後
１
か
月
以
内
に
、
石

狩
商
工
会
議
所
人
材
育
成
助
成
金

交
付
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
付

し
て
事
務
局
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ

い
。

◇
詳
細
は
、
当
会
議
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

★
労
働
災
害
防
止
★

安
全
ビ
デ
オ(

Ｄ
Ｖ
Ｄ)

貸
出
中 

　

建
設
業
部
会
で
は
、
各
種
「
安
全

衛
生
教
育
ビ
デ
オ
」
を
取
り
揃
え
て

い
ま
す
。

　

無
料
で
貸
出
し
を
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
安
全
衛
生
関
連
の
社
内
研
修

等
に
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◆　新会員のご紹介　◆
（10月19日現在　敬称略・順不同）

■特定非営利活動法人
　ツリーフィールド
　(生活介護あいあい)
　理事長　片平　一義
　石狩市花川南1条1丁目16
　℡77-5723
　業種：障害福祉サービス業

日 本 政 策 金 融 公 庫

一 日 公 庫 １１月９日(木)

定例相談日１２月７日(木)

※お問い合わせは、企業支援係へ

平成２９年度後期分会費の納期限

は１１月２７日(月)です。
　請求書をご確認のうえ、期限
内に納入くださいますようお願
い申し上げます。

日
本
政
策
金
融
公
庫

国
の
教
育
ロ
ー
ン
融
資
相
談
会

【
予
約
制
】

■
対　

象

　

大
学
・
高
校
等
に
入
学
予
定
ま

　

た
は
在
学
中
の
方
の
保
護
者

　

(

所
得
制
限
あ
り)

■
日　

時

　

11
月
９
日(

木) 　

10
時
～
15
時

■
融
資
額

　

学
生
・
生
徒
一
人
に
つ
き
３
０

　

０
万
円
以
内

■
返
済
期
間

　

15
年
以
内(

交
通
遺
児
家
族
・
母

　

子
家
庭
等
は
18
年
以
内)

■
利　

率　

年
１
．
８
１
％

　

(

平
成
29
年
９
月
13
日
現
在)

■
会　

場　

石
狩
商
工
会
館

■
そ
の
他

　

事
前
に
申
込
用
紙
等
の
必
要
書

　

類
を
そ
ろ
え
る
必
要
あ
り

※

申
込
・
問
合
せ　

企
業
支
援
係

11月は、労働保険適用促進強化期間です！
　～労働保険に加入して、従業員の方々が安心して働ける職場にしましょう～

　労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の生活の安定、
福祉の増進等を図ることを目的に、国が直接管理運営している保険です。
農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する事業については、
法人・個人を問わず加入が義務づけられています。
　労働者が安心して働ける職場となるよう、まだ労働保険に加入してい
ない事業主の方は、速やかに最寄りの労働基準監督署または公共職業安
定所（ハローワーク）でご相談ください。

≪問合せ先≫　厚生労働省北海道労働局総務部労働保険徴収課（011-
　709-2311）または最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所

当会議所では
新会員を募集しております。
　お取引先等に商工会議所に未加入
の商工業者の方がいらっしゃいまし
たら、ぜひご紹介くださいますよう
お願い申し上げます。

☆★☆融資など経営に関するご相談は、お気軽に当会議所「中小企業相談所」へ☆★☆


